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国
民
年
金
の
加
入
中
等
に
初
診

日
が
あ
る
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
障

害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
、障
害
認

定
日（
初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を

経
過
し
た
日
ま
た
は
そ
の
期
間
内

に
症
状
が
固
定
し
た
日
）に
お
い

て
、障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２
級

に
該
当
し
た
場
合
は
、
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　

た
だ
し
、初
診
日
の
前
日
に
お
い

て
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々

月
ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う

ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
免
除

期
間
（
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
・

学
生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
）
を

合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２
以
上

必
要
と
な
り
ま
す
。

※
初
診
日
が
平
成
28
年
３
月
31
日
以
前
に

あ
る
と
き
は
、特
例
と
し
て
初
診
日
の
前
々

月
ま
で
の
直
近
の
１
年
間
に
保
険
料
の
未

納
が
な
け
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

　
　

な
お
、
20
歳
前
に
初
診
日
の
あ

る
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
っ
て
障
害
の
状

態
に
な
っ
た
方
は
、障
害
等
級
の
１

級
ま
た
は
２
級
に
該
当
す
れ
ば
20

歳
か
ら（
障
害
認
定
日
が
20
歳
以

後
の
場
合
は
、障
害
認
定
日
か
ら
）

受
給
で
き
ま
す
。た
だ
し
、こ
の
場

合
本
人
に
一
定
額
以
上
の
所
得
や

他
の
年
金
の
受
給
が
あ
る
場
合
、

支
給
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所
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市
役
所
市
民
保
険
課

《
縦
覧
》
土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

■
縦
覧
と
は
…
固
定
資
産
税
の
納

税
者
は
、
自
己
所
有
以
外
の
土
地

ま
た
は
家
屋
の
評
価
額
（
所
有
者

の
情
報
を
除
く
）
を
縦
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
償
却
資
産
は
縦
覧
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

■
縦
覧
期
間
…

　
４
月
１
日（
金
）〜
５
月
31
日（
火
）

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く

■
縦
覧
で
き
る
人
…
香
南
市
へ
の

固
定
資
産
税
の
納
税
者

■
必
要
な
物
…
納
税
通
知
書
や
運

転
免
許
証
な
ど
と
印
鑑

※
代
理
人
は
委
任
状
が
必
要

■
手
数
料
…
無
料

■
縦
覧
場
所
…
税
務
課

《
閲
覧
》
土
地
・
家
屋
の
名
寄
せ

帳
兼
課
税
台
帳
の
閲
覧

■
閲
覧
と
は
…
納
税
義
務
者
は
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
う
ち
、
自

己
の
資
産
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に

つ
い
て
一
年
を
通
し
て
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、借
地
人
・
借

家
人
等
は
借
り
て
い
る
土
地
・
家
屋

の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
閲
覧
期
間
…
期
間
制
限
な
し

■
閲
覧
で
き
る
人
…
固
定
資
産
の

所
有
者
ま
た
は
納
税
義
務
者
（
所

有
者
等
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は

相
続
人
で
す
が
、相
続
権
の
あ
る
こ

と
が
分
か
る
書
類
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
戸
籍
謄
本
を
持
参
）

※
代
理
人
は
委
任
状
が
必
要

■
手
数
料
…
土
地
・
家
屋
評
価
等

縦
覧
期
間
の
み
無
料
。
縦
覧
期
間

以
外
は
１
件
３
０
０
円

■
閲
覧
場
所
…
税
務
課

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

　
　

所
得
の
な
い
方
、ま
た
は
所
得

が
少
額
の
た
め
所
得
税
の
申
告
対

象
に
な
ら
な
い
方
も
、
国
保
税
の

算
定
・
医
療
費
負
担
の
判
定
・
所
得

証
明
書
発
行
等
に
は
、市
・
県
民
税

の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　　

世
帯
内
に
所
得
不
明
の
方
が
い

る
場
合
は
、
所
得
金
額
に
応
じ
て

受
け
ら
れ
る
様
々
な
軽
減
措
置
の

対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

■
所
得
不
明
と
は
？

　
　

公
的
機
関
（
年
金
の
支
払
い
元

な
ど
）や
事
業
所（
給
与
等
の
支
払

者
な
ど
）
か
ら
の
支
払
報
告
が
な

く
、ま
た
本
人
に
よ
る
所
得
申
告

が
な
い
た
め
、所
得
情
報
が
な
い
状

態
を
い
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

　
　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
軽
自
動
車
、バ
イ
ク
、小

型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
（
ま
た

は
使
用
者
）に
１
年
分
の
税
金
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
　

使
え
な
く
な
っ
た
り
、
譲
っ
た
り

し
た
場
合
は
、４
月
１
日
ま
で
に
廃

車
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
車
種
・
排
気
量
に
よ
り
手
続
き
の
場
所
が

異
な
り
ま
す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

　
　

手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

（
全
部
停
止
と
な
っ
て
い
る
方
を
含

む
）が
、住
所
を
変
更
し
た
場
合
や

世
帯
の
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合（
婚

姻
や
内
縁
関
係
、
出
生
な
ど
）は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
　

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、そ
の
分

手
当
が
受
給
で
き
な
か
っ
た
り
、事

由
に
よ
っ
て
は
返
還
金
が
発
生
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
福
祉
事
務
所

■
連
絡
先　　

香
南
警
察
署

　　　　

55
ー
0
1
1
0 

　
　

昨
年（
平
成
22
年
）
、高
知
県
内

の
振
り
込
め
詐
欺
被
害
件
数
は
未

遂
事
件
も
含
め
て
28
件
で
、
被
害

額
は
１
億
２
１
５
０
万
円
に
の
ぼ

り
、
依
然
と
し
て
高
い
水
準
で
被

害
が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　　
そ
の
手
口
は
、ま
す
ま
す
悪
質
巧

妙
に
な
り
、そ
の
一
つ
に
警
察
官
や

金
融
機
関
関
係
者
等
を
装
っ
て
電

話
を
か
け
、
口
座
番
号
や
暗
証
番

号
等
を
聞
き
出
し
た
後
、
被
害
者

宅
を
訪
れ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
や

現
金
を
騙
し
取
る
手
口
が
県
内
で

発
生
し
て
お
り
、
今
後
も
増
加
す

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

〜
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
〜

★
す
ぐ
に
振
り
込
ま
な
い
！

★
本
人
や
関
係
者
に
事
実
を
確
認

　　

す
る
！

★
家
族
や
警
察
等
に
相
談
す
る
！

★「
電
話
番
号
が
変
わ
っ
た
」「
キ
ャ
ッ

　　
シ
ュ
カ
ー
ド
を
預
か
る
」は
詐
欺
！

★「
お
金
を
返
す
の
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
っ

　　
て
く
だ
さ
い
」は
詐
欺
！

　
　

振
り
込
め
詐
欺
被
害
に
遭
っ
た

多
く
の
方
は
、新
聞
や
テ
レ
ビ
等
で

こ
の
種
の
詐
欺
の
こ
と
を
知
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
害
に
遭
っ

て
い
ま
す
。「
ま
さ
か
私
の
と
こ
ろ
は

大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
他
人
事
と

考
え
ず
に
被

害
に
遭
わ
な

い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

（
香
南
警
察
署
内
・
香
南
地
区
地

域
安
全
協
議
会
地
域
安
全
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
・
長
田
麻
紀
）

『
カ
ー
ド
預
か
り
ま
す
！
』

　　　　　　

は
、
詐
欺
で
す

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク

な
ど
の
廃
車
手
続
き

行
事
や
お
知
ら
せ
が
多
く
て
大
変
で
し
ょ
う
が
、い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
紙
面
を
見
る
と
見
出
し
を
見
た
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

箱
入
り
お
ば
さ
ん
の
私
に
と
っ
て
、香
南
市
の
情
報
を
知
る
に
は
広
報
が
頼
り
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

香
南
警
察
署

福

祉

児
童
扶
養
手
当
を

受
け
て
い
る
方
へ

税

金

ご
存
じ
で
す
か
？
障
害
基
礎
年
金

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧

年

金

　　近年、中高齢者等の離婚件数が増加している中、離婚後の夫婦双方

の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指摘されていました。

　　このような事情を考慮して、平成１６年の年金制度改正により、離婚等

をした時に厚生年金の保険料納付記録（注）を当事者間で分割すること

ができる制度（離婚時の厚生年金分割制度）が導入されました。

　　この厚生年金分割制度は、平成１９年４月１日から実施された合意分割

制度と、平成２０年４月１日から実施された３号分割制度があります。

（注）厚生年金の保険料納付記録は、老齢厚生年金等を受けるときに、その年金

額の計算の基準になります。

　　　　　　　　　　　　　　合意分割制度は、次の条件に該当した場合に、当事
者からの請求により厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割するこ

とができる制度です。

★平成１９年４月１日以後に離婚した方や事実婚関係を解消した方など

★当事者間の話し合いや裁判手続きにより年金分割の割合（上限50%）
　　を定めたこと

★請求期限（原則として離婚等の翌日から２年）を経過していないこと

※この制度により分割される保険料納付記録は、「婚姻期間中の当事者の厚生年

金の保険料納付記録」に限られます

　　　　　　　　　　　　　　３号分割制度は、次の条件に該当した場合に、国民年
金の第３号被保険者であった方からの請求により、平成２０年４月１日以後の

相手方の厚生年金の保険料納付記録を２分の１ずつ、当事者間で分割す

ることができる制度です。

★平成２０年４月１日以後に離婚した方や事実婚関係を解消した方など

★平成２０年４月１日以後に国民年金の第３号被保険者であった期間があ
　　ること

※この制度により分割される保険料納付記録は、平成２０年４月１日以後の「第３号

被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録」に限られます

合意分割制度

３　号分割制度

▼問い合わせ
　　南国年金事務所　　　088-864-1111　または　市役所市民保険課

離婚時の厚生年金分割制度について
市
県
民
税
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

● 

高
知
保
険
医
協
会
よ
り 

●

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

月

火

水

木

金

土・日

唾液のはたらき

肘内障とは

注意しよう、声がれが続いたら

入浴と健康

更年期障害とうつ状態

がんこな便秘

◆同じテーマのテープを朝９時～翌朝９時まで流しています
　　※祝日は前日と同じテーマが流れます

2424
時間時間
24
時間

０８８０８８　－　８３２８３２　－　５２６６５２６６０８８　－　８３２　－　５２６６

３
月
の
番
組
表

▼
問
い
合
わ
せ
／
高
知
保
険
医
協
会

　
　
　
　
　
０
８
８ｰ

８
３
２ｰ

５
２
３
１

▼
問
い
合
わ
せ
／
高
知
保
険
医
協
会

　
　
　
　
　
０
８
８ｰ

８
３
２ｰ

５
２
３
１

ちゅうないしょう

広告

半額！！お好み焼きミックス他

ＯＫＯＮＯＭＩＹＩＹＡＫＩＫＩ
CHIBO

高 知 野 市 店 TEL56-5376

対象メニュー

月はお持ち帰りが
ＯＫＯＮＯＭＩＹＡＫＩ

※対象メニューは週替
わりで平日のみ ※毎週水曜日は定休日

　　現在この制度を受けられている方で有効期限が平成２３年

３月３１日（※）となっている方は、受給者証（証の色：水色・黄

色）をご確認ください。交付日以降、以下の項目が変更に

なっている方は福祉事務所への届け出が必要です。未届け

の場合は新しい受給者証が送付できない場合があります。

　　上記以外の方は

３月上旬までに新し

い受給者証を郵送

します。更新の手続

きは必要ありません。

※有効期限が平成２３年６月３０日となっている方は、所得の

確認をするため年１回の更新の手続きが必要です。対象者

には５月頃個別に案内通知をします。

【問い合わせ】　市福祉事務所

こんなとき 持参するもの

健康保険証が

変更になったとき

・健康保険証

・認め印

身体障害者手帳・

療育手帳が

変更になったとき

・障害医療費受給者証

・身体障害者手帳または療育手帳　

・認め印

住所・氏名が

変わったとき

・障害医療費受給者証

・認め印

障害医療費受給者証の更新の時期がきました

受給者証

(14)(15) 広報こうなん ２０１１.３ 広報こうなん ２０１１.３
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